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『ドイツ刑法典』翻訳補遺（３）（岡上）

　本稿は、法務省大臣官房司法法制部編
『ドイツ刑法典』（２００６年）の補遺である。
今回は、前回（筑波法政第４７号（２００９年）
９５頁以下）に続き、２００９年７月２９日以降の
改正法を対象としたドイツ刑法典の諸改正
を解説する。今回までの訳出文を加えて、
２０１０年３月３１日現在の正文となる。
　従来の翻訳の方式は、基本的に同一であ
る。（１）改正の対象となった部分のみを
訳すのを原則とし、例えば、「項」・「文」
であれば改正された「項」・「文」のみを訳
したが、「号」については、改正されてい
ない号を基本的には省略しつつ、意味が通
じるように、改正されていない本文も訳出
することとした。ただし、改正として扱わ
れている以上は、単に項数や号数のような
数字の表記が変わったにすぎない場合や、
接続詞が変更されまたは除かれたように、
実質的には何らの改正とはいえないような
場合も訳出する。しかし、従来と異なり今
回は、各改正法律の直後に、改正された条
文を訳出し、各法律の改正の趣旨を明らか
にするように努めた。（２）法律名の末尾
に付した脚注では、重複を恐れずに、関連
する刑法典の条文をすべて掲げてあるほ
か、削除された条文は、訳文に表現できな
いので、脚注の中で、その旨を記載するの

みとした。（３）条文表記は、断りのない
限りすべてドイツ刑法典のものを指す。
（４）各改正法律の末尾に付された「施行
日」は、改正法律の施行日を必ずしも意味
せず、刑法典の改正部分の施行日を指す。
今回の期間内に、刑法典上の改正を含んだ
法律は以下のⓐからⓔの５つである。

ⓐ　２００９年７月２９日の「刑事手続における
被害者及び証人の権利を強化するための法
律（Gesetz zur Stärkung der Rechte von 
Verletzten und Zeugen im Strafverfahren, 
BGBl I ２００９, ２２８０）１」２００９年１０月１日施行
　被害者保護に関しては、すでに２００４年９
月１日にいわゆる「被害者の権利改革法
（Opferrechtsreformgesetz）」があり、これは
主として刑事手続における被害者の権利保
護するものであった。本法は、同法に引き
続き、被害者と、それと並んで証人の保護
を次の３点で強化するものであり、「第２
次被害者の権利改革法」と呼ばれるもので
ある２。しかし、本改正は、一連の被害者
保護立法の一環をなすものであり、全体と
してどういう方向での改正なのかを大まか
にまとめておくことにしよう３。
　（１）刑事手続における被害者の権利の
強化　　公訴参加（Nebenklage）に関し
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１ 本法による改正の対象は、第７８条b第１項第１号（改正）である。
２ 法曹教育用に書かれたものではあるが、本法が、従来以上に被害者や証人に義務を負わせるもので
あって、「純粋な被害者保護法」ではないと指摘するものとして、Bittman, Das ２. Opferrechtsre form 
gesetz, JuS ２０１０, S. ２１９ ff.



て、それが可能な被害者の範囲が拡大され
（刑事訴訟法第３９５条第３項）、公訴参加の
権利がある被害者に、付添人としての被害
者弁護人（Opferanwalt）の任命を請求でき
る犯罪の範囲が拡大された（刑事訴訟法第
３９７条a第１項）ということなどがある。
公訴参加の領域以外でも、被害者に対する
情報開示義務が拡大され（刑事訴訟法第
４０６条h）、手続上の被害者の権利の強化に
ついての包括的な規定が置かれた（刑事訴
訟法第３９７条、第４０６条e、第４０６条f、第４０６
条g）。
　（２）証人の権利の強化　　危険にさら
されている証人の住所の不開示（刑事訴訟
法第６８条）、弁護人が証人に付き添うこと
を権利として法律上認めたこと（刑事訴訟
法第６８条b）のほか、例えば、警察での事
情聴取にあたり、従来実務上認められてい
た証人の権利が法律上定義され（刑事訴訟
法第１６３条第３項）、裁判所への出頭や裁判
所での供述といった証人の義務が法律上定
められた（刑事訴訟法第４８条第１項）。
　（３）刑事手続における少年（Jugendli-
che）の被害者および証人の保護　　刑事
訴訟法第５８条a（画像・音声の記録）第１
項、第２４１条a（（旧）１６歳未満の証人の尋
問）第１項、第２４７条（被告人の退廷）、第
２５５条（調書への記載）、裁判所構成法第
１７２条（公判の非公開）において、手厚く
保護される少年の年齢が、１６歳から１８歳に
引き上げられた。
　以上のように、この改正法は、その重点
を刑事訴訟法においており、刑法典上の改

正は、被害者が成年（ドイツでは１８歳）に
なるまで時効が停止するという点のみに関
連するに過ぎない。すなわち、時効停止を
法効果とする対象犯罪を、性犯罪だけでな
く、身体的な虐待に関連する場合にも拡大
したものである。これは、被害者が、犯罪
を告発する決意をするのは、年齢故の家族
への依存が終了して可能となるということ
から、成人年齢まで引き上げたものである４。

第７８条b（時効の停止）〔第１項第１号を
改正〕
①　時効は、
　１　第１７４条から第１７４条c、第１７６条か
ら第１７９条及び第２２５条に定める犯罪行為、
並びに、第２２４条及び第２２６条に定める犯罪
行為の場合で、少なくとも１名の関与者が
同一の行為により第２２５条に違反するとき
は、被害者が満１８歳になるまで
（第２号　略）
停止する。

ⓑ　２００９年７月２９日の「第４３次刑法典改正
法律― ―真実解明および犯罪予防への援助
の場合における量刑（Dreiundvierzigstes 
Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches -
Strafzumessung bei Aufklärungs- und 
Präventionshilfe, BGBl I ２００９, ２２８８）５」
２００９年９月１日施行
　今回取り上げた諸改正のうち、総則上あ
るいは制裁法・量刑法上、もっとも大きな
意味があるのがこれである。いわゆる「王
冠証人（Kronzeuge）」とは、その由来は、
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筑波法政第４９号（２０１０）

３ 連邦司法省HP上のGesestz zur Stärkung der Rechte von Verletzten und Zeugen im Strafverfahren (２. 
Opferrechtsreformgesetz) in Kraft getreten am １. Oktober ２００９の紹介による。そのほかに本法の解説と
し て、Bittman, Perspektiven zum Opferschutz - Reform der Reform, ZRP ２００９, S. ２１２ ff.; K. Schroth, 
２. Opferrechts-reformgesetz - Das Strafverfahren auf dem Weg zum Parteienprozess?, NJW ２００９, S. 
２９１６ ff.に接したが、いずれも訴訟構造の変質を含むなどの理由から、さらなる改正の必要性を主張
し、本法を全面的に肯定するものではない。
４ Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, ５７ Aufl., ２０１０, § ７８b Rn. ３.
５ 本法による改正の対象は、第４６条b（新規）、第１４５条d第３項および第４項（新規）、第１６４条第３
項（新規）並びに第２６１条第１０項（削除）である。
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イングランド法にあるとされるが、現在
は、ドイツ語圏で用いられる概念であり、
文字通りには特権を付与された証人である
が、とくに、自らも犯罪を行った者であ
り、その証言を通じて、自らの犯行以上に
他の関与者の犯行の解明に寄与した場合
に、刑の軽減ないしは刑の免除を特典とし
て認められる者をいう。とりわけ組織犯罪
とくにテロリズムの領域で、具体的事件の
証明の困難さを解消する意味をもつほか、
仲間への裏切りを奨励することにより組織
の内部崩壊をも狙うものでもある。この点
で、わが国で刑罰軽減事情として条文上の
根拠を例外的にもつ自首（日本刑法４３条）
とは異なった側面をもつ。この王冠証人規
定をめぐっては、英米法で一般化してい
る、一種の司法取引（手続上の合意Ab-
sprache）であると考えられることから、
これが大陸法の訴訟理念と整合するのか、
公判という公の場でなく、捜査・訴追機関
と犯罪者の間でいわば秘密裏に行われるこ
のような取引によって、犯罪に対する「正
しい刑罰」権の行使が制限されてしまうこ
とについて、法治国家的な観点から、責任
主義・刑罰論の観点から、そしてまた、起
訴法定主義の原則から許容されるのか、さ
らには、真実の証言を得るための方法とし
て妥当といえるのかといった、さまざまな
諸問題が提起され、その立法政策としての
是非が、１９８０年代から激しく争われてきた

６。このような原則的な疑念を背景にし
て、ドイツ法ではこれまで、組織犯罪対策
としての必要性から王冠証人規定を置くと
しても、各則（刑法典ないし特別刑法）と
いう極限られた犯罪類型を射程としたにす
ぎなかった。例えば、１９８１年の麻薬法第３１
条であり、１９８９年のいわゆる王冠証人法７

で、時限立法として（ただし、数度の延長
があった）組織犯罪の領域で王冠証人規定
が第１２９条および第１２９条aに取り入れられ
たが、これは、期待されたほどの効果を挙
げなかったという理由で、１９９９年１２月３１日
をもって失効した。現在では、麻薬法第３１
条以外で刑法典各則に残る王冠証人規定
は、マネーローンダリング罪（第２６１条第
１０項）のみである。その他にも、立法過程
で否決され廃案となったものがあったり、
なお復活の動きがあったりなど、王冠証人
規定は、学説上も否定説が有力だとされる
ものの、立法論としては、その都度、亡霊
のように蘇ってきたものであり、なお、つ
ねに緊迫した議論状況にあったということ
ができよう。
　今回の立法は、いわゆる王冠証人を「真
実解明と犯罪抑止のための協力者」とし
て、特定の犯罪類型に結びつけることな
く、第４６条bにおいて、総則中にしかも一
般の量刑規定の一種として王冠証人規定を
位置付けたことに、従来にはなかった特徴
がある８。
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６ これらにつき、そして、その政治的な背景も含めて、ドイツにおける王冠証人規定の詳細について
は、さしあたり岡上雅美「量刑事実としての『真実解明のための協力』について（１）自首・自白者、
内部告発者ないし王冠証人に対する減刑に関する実定法的および比較法的一考察」筑波法政第３８号
（２００５年）１２９頁以下を参照。さらに、これらの前史も含めて、本法を解説したものとして、König, 
Wieder da: Die ,,große“ Kronzeugenregelung, NJW ２００９, S. ２４８１ ff.
７ Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs, der Strafprozessordnung und des Versammlungsgesetzes 
und zur Einführung einer Kronzeugenregelung bei terroristischen Straftaten, BGBl １９８９ I, １０５９.

８ そのほか、今回の立法の解説として（部分的には批判も含み）以下のものに接した。Frank/Titz, 
Die Kronzeugenregelung zwischen Legalitätsprinzip und Rechtsstaatlichekeit, ZRP ２００９, S. １３７ ff.（ただ
し、草 案 に つ い て）; Peglau, Die neue ,,Kronzeugenregelung“ (§ ４６b StGB), wistra ２００９, S. ４０９ ff.; 
Malek, Die neue Kronzeugenregelung und ihre Auswirkungen auf die Praxis der Strafverteidigung, StV 
２０１０, S. ２００ ff.; Sahan/Berndt, Neue Kronzeugenregelung - aktive Beendigung von Korruputions 
systemen durch effiziente Compliance-Strukturen alternativlos, BB ２０１０, S. ６４７.



　適用要件および法効果としては、（１）
総則規定ではあるが、すべての犯罪につい
て王冠証人の特典を認めるのではなく、中
程度から重大犯罪についてのみ認めるもの
であり、しかも、刑事訴訟法典第１００条a
（通信傍受）第２項に定める犯罪行為に限
られる。（２）第４６条b第１号では過去の
犯罪についての真実解明への協力が、第２
号では計画中の犯罪遂行を阻止するための
協力が定められており、自らの犯罪行為を
超えた事実を任意に明らかにしなければな
らない。（３）告発は、とくに将来の犯罪
阻止の類型では、それに適した時期が要求
されているが、いずれの場合にも公判開始
決定前でなければ刑の減免は受けられな
い。（４）法効果としては、刑の軽減（第
４９条第１項による。無期自由刑は１０年以上
の自由刑となる）および３年以下の自由刑
については刑の免除であるが、いずれも任
意規定であり９、裁判所は、犯罪行為の重
さなど法律上例示列挙された諸事情を勘案
して、刑の減免を認めるか否かを決定する。
　その他に、重い刑が予想される犯罪行為
者が、王冠証人規定を利用して、一か八か
で捜査・訴追機関の意に沿う不実の証言を
する虞に対処するため、第１４５条d（犯罪
行為の虚偽告発）および第１６４条（虚偽告
発）に新たな条項を追加して、それに対す
る法定刑を引き上げた。

第４６条b（重大な犯罪行為の解明と抑止の
ための援助）新規
①　刑の下限が引き上げられた自由刑又は
無期自由刑を法定刑とする犯罪行為の行為
者が、
　１　自らの知るところを任意に告発する

ことにより、刑事訴訟法典第１００条a第２
項に定める行為を解明できるように寄与し
たとき、又は
　２　行為者がその計画を知ることとなっ
た刑事訴訟法第１００条a第２項に定める行
為を防ぐことができる適時に、自らの知る
ところを官庁に告発したとき
は、第４９条第１項により、裁判所は刑を減
軽することができるが、その場合、無期自
由刑の代わりは、１０年以上の自由刑とす
る。刑の下限が引き上げられた自由刑を法
定刑とする犯罪行為へ分類するために、犯
情の特に重い場合のための刑の加重のみが
考慮され、軽減は考慮されない。行為者が
犯罪行為に関与していた場合に、第１文第
１号に定める真実解明のための行為者の寄
与は、自身の行為寄与以上に及んでいなけ
ればならない。犯罪行為がもっぱら有期の
自由刑を法定刑とし、行為者が３年を超え
る自由刑を実現しなかった場合は、裁判所
は、刑の軽減ではなく、刑を免除すること
ができる。
②　第１項に定める決定の際に、裁判所
は、特に
　１　告発された事実の態様と範囲、及
び、犯行の解明または抑止に対するその意
味、告発の時点、行為者が刑事訴追機関を
援助した程度、行為者の申立てが関係する
犯罪行為の重さ、並びに
　２　犯罪行為及び行為者の責任の重さに
対する、第１号に掲げる諸事情の関係
を考慮しなければならない。
③　行為者に対する公判開始（刑事訴訟法
第２０７条）が決定された後に初めて、行為
者が自らの知るところを告発したときは、
第１項に定める刑の減軽及び免除は、除外
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筑波法政第４９号（２０１０）

９ 規定によれば、弁護側の戦術として、罪責を争う方がよいのか、捜査・訴追に協力した方がよいの
かを、公判開始決定前に決めなければならないことになるが、これが任意規定であるため、後者の戦
術を選んだとしても、必ずしも被告人に有利な帰結に結びつかない場合も出てくるなど、弁護人の視
点による本改正の問題点につき、Leipold, „Es soll Ihr Schaden nicht sein!“―Die neue Kronzeugenrege-
lung, NJW-Spezial, ２００９, S. ７７６.
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される。

第１４５条d（犯罪行為の虚偽告発）第３項
および第４項を新たに追加
③　この法律の第４６条b又は麻薬法第３１条
に定める刑の軽減又は刑の免除を獲得する
ために
　１　第１項第１号または第２項第１号に
定める犯罪行為を行い、又は
　２　確定的な認識にもかかわらず、第１
項に掲げる官署の一に対して、第４６条b第
１項第１文第２号若しくは麻薬法第３１条第
１文第２号に掲げる違法行為の一の実現が
切迫しているかのように装った者、又は
　３　確定的な認識にもかかわらず、第２
号に定める切迫した行為への関与につい
て、これらの官署の一を欺罔しようとした者
は、３月以上５年以下の自由刑に処する。
④　第３項の犯情があまり重くない事案で
は、刑は３年以下の自由刑または罰金とす
る。

第１６４条（虚偽告発）第３項を新たに追加
③　この法律の第４６条b又は麻薬法第３１条
に定める刑の軽減又は刑の免除を獲得する
ために、虚偽告発を行った者は、６月以上
１０年以下の自由刑に処する。犯情があまり
重くない事案では、刑は３月以上５年以下
の自由刑とする。

ⓒ　２００９年７月３０日の「国家を危殆化する
重大な暴力犯罪の予備を訴追するための法
律（Gesetz zur Verfolgung der Vorberei-
tung von schweren staatsgefährdenden 

Gewalttaten, BGBl I ２００９, ２４３７ １０）」２００９
年８月４日施行
　本改正法律は、各則の領域でとくに重要
性をもつものである。その目的は、いわゆ
るテロリズムの処罰をさらに前置化・早期
化（Vorfeldkriminalisierung, Vorverlagerung 
der Strafbarkeit）することにある１１。テロリ
ズム処罰の早期化を図ったものとしては、
ドイツ刑法典では、すでに従前より、第
１２９条（犯罪団体の結成罪）および第１２９条
a（テロ団体の結成罪）が早期化立法とし
て著名であるが、今回の立法は、３つの犯
罪構成要件を新たに定立し、これらの結社
罪にあたらない場合も一定の暴力犯罪の予
備罪として処罰されることとなった。①国
家を危殆化する重大な暴力犯罪の予備を処
罰することとした（第８９条a。同条には、
「国家を危殆化する重大な暴力犯罪」の定
義規定もある）。司法省の解説によれば、
第１２９条aおよび第１２９条bは、１９７０年代の
連合赤軍（RAF）のような、ヒエラルヒー
構造で構成された結束力あるテロ団体に対
処するものであったが、近時は、テロリズ
ムの構造が変化しており、例えばイスラム
系行為者は、上述のようなテロ団体に構成
員として加入しているわけでもなく、その
ネットワークは緩やかであり、あるいは、
まったくの単独犯であることも稀ではない
という。このように、とくに第１２９条aで
は対処できない形態のテロリズムを規制す
ることが新立法の目的である。禁止される
行為態様とは、第１に、これらの暴力犯罪
を遂行するための技能を伝授することおよ
び伝授されること、第２に、一定の武器、

１０５

１０ 本法による改正の対象は、第８９条a（新規）、第８９条b（新規）、第９１条（新規、条数の変更）、第９２
条b第２号（改正）、第１３８条第２項（改正）、第２６１条第１項第２文第５号（改正）である。

１１ 連邦司法省HPに掲載された同省の説明（Bundestag beschließt Gesetzentwurf zu neuen Straftatbestän-
den im Staatsschutzstrafrecht, Berlin, ２８ Mai ２００９）による。なお、今回の立法に対して、憲法違反で
あると指摘し、刑訴法上の問題点を挙げた上で、実体法的にも手続法的にも、今回の立法に反対する
ものとして、Radtke/Steinsiek, Terrorismusbekämpfung durch Vorfeldkriminalisierung? - Das Gesetz zur 
Verfolgung der Vorbereitung schwerer staatsgefährdender Gewalttaten, JR ２０１０, １０７ ff.



材料または準備のための装置の調達、第３
に、これらの武器、材料、装置を製造する
ためのものまたは原材料の調達、第４に、
テロのための資金集め等である。②国家を
危殆化する重大な暴力犯罪を遂行する目的
で、テロ団体と関わり（Beziehung 「交
際」「付き合い」の意）を始め、または維
持した者を処罰する（第８９条b）。例えば、
自爆テロを行うための技能の習得や情報収
集をするために、テロ団体の構成員または
協力者と関わるだけで、本条で処罰される
こととなる。③国家を危殆化する重大な暴
力犯罪の遂行を指揮する行為それ自体を処
罰する。とくに立法者が規制の対象に取り
込みたかったものは、政治的プロパガンダ
の手段として、テロリズムの領域でも非常
に大きな意味をもつに至っているインター
ネット情報である１２。そこには、爆薬の製
造方法、起爆装置の組立て方、テロリスト
訓練のためのキャンプ地情報などが記さ
れ、テロ行為の高度な危険があるとされて
いる。従来の法でも、例えば第１１１条（犯
罪行為への公然の扇動）、第１３０条a（犯罪
行為への指揮）が、教唆・扇動自体を処罰
する規定であるが、これらでは、文書の配
布が具体的な犯行に関連したこと、また
は、行為者が他の者に対して犯罪遂行を具
体的に掻き立て、促進したことが証明され
なければならないが、今回新設された第９１
条によれば、（インターネットにおける）
文書の配布が、他の者に犯罪遂行を促進さ
せるような性質のものであることで足り、
具体的な犯罪行為の存在ないし関連性を要
件としないと説明されている。
　また、これらの新たな構成要件を引用す
る条文も、それに応じて改正された。

第８９条a（国家を危殆化する重大な暴力犯

罪の予備）新規
①　国家を危殆化する重大な暴力犯罪の予
備を行った者は、６月以上１０年以下の自由
刑で罰せられる。国家を危殆化する重大な
暴力犯罪とは、事情により、国家若しくは
国際機関の存立若しくは安全を侵害し、又
は、ドイツ連邦共和国の憲法上の諸原則を
除去し、妥当性をなくし、もしくはなし崩
しにするためのものであり、かつそれに適
した、第２１１条若しくは第２１２条の場合にお
ける生命に対する犯罪行為、又は、第２３９
条a若しくは第２３９条bの場合における人身
の自由に対する犯罪行為をいう。
②　行為者が、
　１　銃器、若しくは、第１項に掲げる犯
罪行為の一の遂行に資するその他の技能
を、他の者に伝授し若しくは伝授してもら
い、爆薬、起爆装置若しくは放火装置、核
燃料若しくはその他の放射線物質、毒物を
含有し若しくは毒物を精製することのでき
る原料、他の者の健康を害する原料、行為
を実行するために必要な特別の装置を製造
し若しくは取り扱い
　２　第１号に掲げる形態の武器、原料若
しくは装置を製造し、自ら若しくは他の者
のために調達し、保管し、若しくは、他の
者に引き渡し
　３　第１号に掲げる態様の武器、原料若
しくは装置を製造するのに不可欠なもの若
しくは原料を自らに調達し、若しくは、保
管し、又は
　４　その遂行のために、少なからずの財
産的価値を集め、受領し若しくは自由に使
わせることにより、行為者が国家を危殆化
する重大な暴力犯罪の予備を行った
ときに、第１項は適用されるものとする。
③　予備が外国で行われた場合も、第１項
は妥当する。ヨーロッパ連合加盟国の領域

１０６
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１２ Justizministerium, aaO (Fn. ８)による。第１１条第３項の定義規定によれば、ドイツ刑法では、「文書
（Schriften）」にインターネット上の表現物も含むことができる。
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外で予備が行われたときは、予備がドイツ
人若しくはドイツ国内に生活の基盤をもつ
外国人により行われ、又は、国家を危殆化
する重大な暴力犯罪の予備がドイツ国内
で、若しくは、ドイツ人によって若しくは
ドイツ人に対して行われるはずだった場合
にのみ、これは妥当する。
④　第３項第２文の場合において、訴追
は、連邦司法省による授権を必要とする。
予備が他のヨーロッパ連合加盟国において
行われたときで、国家を危殆化する重大な
暴力犯罪の予備がドイツ国内でドイツ人に
よって行われたのでも、ドイツ人によって
又はドイツ人に対して行われたのでもない
場合に、連邦司法省による授権を必要とす
る。
⑤　犯情があまり重くない事案で、刑は３
月以上５年以下の自由刑とする。
⑥　裁判所は、行状監督（第６８条第１項）
を命じることができる。第７３条dが適用さ
れるものとする。
⑦　行為者が、国家を危殆化する重大な暴
力犯罪のさらなる予備を任意に放棄し、行
為者により惹起されかつ認識された、他の
者がこの行為の予備をさらに行い、若しく
は、それを実行する危険を回避し若しくは
著しく減少させたとき、又は、行為者が任
意にこの行為が既遂に達するのを妨げたと
きは、裁判所は、裁量により、刑を軽減し
（第４９条第２項）、又は、この規定に定める
処罰を免除することができる。行為者の助
力がなく、上記の危険が回避され若しくは
著しく減少したとき、又は、国家を危殆化
する重大な暴力犯罪が既遂に達するのを防
いだときは、この目的を達成しようとする
行為者の任意かつ真摯な努力で足りる。

第８９条b（国家を危殆化する重大な暴力犯
罪の遂行のための関係の開始）新規
①　第８９条a第２項第１号に定める国家を

危殆化する重大な暴力犯罪の遂行を伝授し
てもらう目的で、第１２９条aまた第１２９条b
が併せて適用されるこの条項の意味におけ
る団体と関わりを開始し又は維持した者
は、３年以下の自由刑又は罰金に処する。
②　行為が、もっぱら職業上若しくは職務
上の適法な義務の充足に資するときは、第
１項は妥当しない。
③　関わりの開始又は維持が外国で生じた
場合にも、第１項は妥当する。ヨーロッパ
連合加盟国の領域外では、ドイツ人又はド
イツ国内に生活の基盤をもつ外国人によっ
て関わりの開始又は維持が行われた場合に
のみ、これは妥当する。
④　１　第３項第２文の場合に、又は
　２　他のヨーロッパ連合加盟国の領域内
で、関わりの開始若しくは維持が、ドイツ
人によってではなく行われたときは、
訴追は、連邦司法省による授権を必要とす
る。
⑤　責任が軽微なときは、裁判所は、この
規定に定める処罰を免除することができ
る。

第９１条（国家を危殆化する重大な暴力犯罪
の遂行への指揮）新規、条数の変更（従来
の第９１条が第９１条aに変更された）
①　１　それを配布する諸事情が、他の者
が国家を危殆化する重大な暴力犯罪を遂行
する用意を促進し若しくは掻き立てるよう
なものであるときに、その内容によれば、
国家を危殆化する重大な暴力犯罪（第８９条
a第１項）の指揮として役立ちうるような
文書（第１１条第３項）を宣伝し、又は、他
の者が目にしうるようにした者
　２　国家を危殆化する重大な暴力犯罪を
遂行するために、第１号に掲げる態様の文
書を作成した者
は、３年以下の自由刑又は罰金に処する。
②　１　行為が、国民の啓蒙、憲法違反の
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企ての阻止、芸術及び学問、研究若しくは
教育、その時代の若しくは歴史上の事件に
ついての報道、若しくは、類似の目的に資
するとき、又は
　２　行為が、もっぱら職業上若しくは職
務上の適法な義務の充足に資するとき
は、第１項第１号は、適用されないものと
する。
③　責任が軽微なときは、裁判所は、この
規定に定める処罰を免除することができ
る。

第９２条b（没収）第２号を改正
　この章に定める犯罪行為が行われたときは
（第１号　略）
　２　第８０条 a、第８６条、第８６条 a、第８９
条aから第９１条に定める犯罪行為が関係す
るもの
は、没収することができる。（第２文　略）

第１３８条（計画された犯罪の不通報）第２
項を改正
②　１　第８９条aに定める犯罪行為の実
行、又は
　２　第１２９条a、又第１２９条b第１項第１
文及び第２文が併せて適用される場合の同
条に定める犯罪行為の計画若しくは実行
をその実行をなお回避しうる時期に、信頼
しうる状況で知ったにもかかわらず、直ち
に官庁に通報しなかった者は、前項と同一
の刑に処する。第１２９条b第１項第３文か
ら第５文は、第２号の場合に準用する。

第２６１条（資金の洗浄、不法に獲得された
財産的価値の隠蔽）第１項第２文第５号を
改正
①　（第１文　略）第１文の意味における
違法な行為とは、

（第１号から第４号　略）
　５　第８９条a、及び、第１２９条及び第１２９
条a第３項及び第５項、また第１２９条b第１
項が併せて適用されるこれらの条項の軽
罪、及び、犯罪団体又はテロ団体（第１２９
条、第１２９条a、また第１２９条b第１項と併
せて適用されるこれらの条項）の構成員に
より行われた軽罪
をいう。

ⓓ　２００９年７月３１日の「水域法新規制法
（Gesetz zur Neuregelung des Wasser-
rechts, BGBl I ２００９, ２５８５）１３」２０１０年３月
１日施行
　いわゆる水管理法（Gesetz zur Wasser-
haushalts）を含めた水域全般を連邦の統一
法により体系化し、EG指令を国内法化し
たことに伴う改正である１４。

第３２７条（施設の無許可操業）第２項第２
号を改正
②（第１号　略）
　２　環境耐性検査に関する法律（Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung）
の意味における水域を危険にさらす物質を
運搬するための、認可を必要とする配管施
設、又は
（第３号　略）
を操業させた者は、３年以下の自由刑又は
罰金に処する。

ⓔ　２００９年１０月 ２ 日 の「Einziehungsent-
scheidungenへの相互承認の基本原則の適
用に関する２００６年１０月６日の理事会枠組決
定２００６/７８３/JI及び他のヨーロッパ連合加
盟国において下された有罪判決を新たな刑
事手続において考慮するための２００８年７月
２４日の理事会枠組決定２００８/６７５/JIを国内

１０８
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１３ 本法による改正の対象は、第３２７条第２項第２号（改正）である。
１４ Bundesrat-Drucksache ２８０/０９による。
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法に移し替えるための法律 （Gesetz zur 
Umsetzung des Rahmenbeschlusses ２００６/ 
７８３/JI des Rates vom ６. Oktober ２００６ 
über die Anwendung des Grundsatzes 
der gegenseitigen Anerkennung auf 
Einziehungsentsche-idungen und des Rah-
menbeschlusses ２００８/６７５/JI des Rates 
vom ２４. Juli ２００８ zur Berücksichtigung 
der in anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union ergangenen Verurtei-
lungen in einem neuen Strafverfahren 
BGBl I ２００９, ３２１４１５）」２００９年１０月２２日 施
行
　場所的適用範囲に関わる改正である。旧

条文では、「『この法律の場所的適用領域内
で』執行猶予期間中に行った故意の犯罪行
為」とあったところが、『　』の部分が削
られた。

第５６条g（刑の免除）第２項第１文を改正
②　有罪判決を受けた者が、執行猶予期間
中に行った故意の犯罪行為を理由として６
月以上の自由刑を言い渡されたときは、裁
判所は、刑の免除を取り消すことができ
る。（第２文・第３文　略）

（人文社会科学研究科准教授）

１０９

１５ 本法による改正の対象は、第５６条g第２項第１文（改正）である。


